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要

主 に北 フラソスにおけ る成立期 の中世都市 コ ミュー ソ運動 につ いて、個別都立 の成立状況 の最後 と

して、 ア ミアAmiens、 ヴ ァラソシエ ソヌValenciennesの 場合 をそれぞれ検討 した。前 者では、若

干 しかない同時代史料 などを用 いて、その特 徴な どを考察 した。後者では、他都市 の コミュ0・ソ運動

もその 目標 と した慣 習の維持 にとどま らず、特にその成文法化 さえ追求 し{平 和運動 と しての基調 も

もち合 わせている ことを明 らかに した。 これで、個 別都市 の成 立状況の検討は終 りとす る。

最後 に、成立期 の中世都市 コミューソ運動 の全体 的な特 徴をつかむ一環 と して、都市 コ ミュ0ソ 運

動の展開 と既存権力 との関係 を考察 した。既存権力 とは、教会 、世 俗領主、国王であ り、各々が都 市

コミュー ソ運動 にどの よ うに関 ったか を検討 した。 なお、成立期 と して時代 を限定すれば、国王 はル

イ7世 の統治期 までで あるが、比較す るため に、次代 のフイ リップ ・オ0ギ ュス ト期 について も少 し

だけ検討 した。

(II)個 別都市の成立状況

前 回 まで に、 個 別 都 市 の 成 立 状 況 と して6都 市 の コ ミ ュー ソ前 史 と コ ミ ュ0ソ 史 、即 ち 、 コ

ミ ュー ソ運 動 史 を考 えて きた 。 本 稿 は 、個 別 都 市 の成 立 状 況 の 最 後 と して 、 ア ミア ソ と ヴ ァ ラ

ソシ ェ ソ ヌの コ ミュー ソ前 史 と コ ミュ ー ソ史 を取 りあ げ る。 先 ず 、 ア ミア ソか らで あ る。

⑦ ア ミア ン の コ ミ ユ0ン

(a)前 史1)

(1)ロ ー マ帝 政 末 期 の ア ミ ア ン

ア ミア ソ市 は 、 サ マ ロブ リバSamaxobrivaと い う名称 で 紀 元 前1世 紀 の 諸 資 料 に引 用 され
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る。 この名は、 ソムSomme河 を意味す るサマpSamaroと 橋を意味す るブリバBrivaの 合成

語であり、このふたつの語はケル ト語である2)。4、5世 紀の文書の うちに恒常的に表される

アミアソの名称は、アムヴィアヌムAmbianumで ある。

301年 のディオクレティアヌスの有名な勅令は、ソム河畔のこの都市で織物工業が栄えてい

たことを示す。 この輸出商業はイタリアにまで及んでお り、アミアソ地方の住民は、高度な技

術を持っていたようである。同様に、3、4世 紀、当市でガラス製品の生産 も栄えた。

3世 紀末に、このシテは囲壁を設けたが、その面積は縮小された。 この囲壁の建造年代は、

ガ リアの他の全ての都市とほぼ同 じであるが、アミアソ市のその特徴を簡単に述べれば、次の

ようになる。即ち、この囲壁は、約1150メ ー トルの周囲を持ち、それはローマ帝政末期のガロ・

ローマ期の囲壁の うちでは中位の大 きさであ り、約8ヘ クタールの面積を持つ。他の多 くの都

市と同様に長方形状を呈することもひとつの特徴である。囲壁は、 ソム河や多数の支流の沼地

のような土手と一定の距離を保 っている。また、当市が囲壁を建造 したのは、ゲルマソ民族の

侵入の避難所とするためからである。

アミアソのシテは、交通上の重要な中心地となっており、ガ リア北部の最も強力な軍事的拠

点のひとつにされた。そして、諸皇帝は、王宮をここに持 っていたと推定 される。何故なら、

諸皇帝は、ゲルマソ民族の軍隊の動きを監視するために、幾度 もここに滞在 したからである。

367年8月24日 、ウァレソスValensは 、彼の息 グラティアヌスGratianusの ためにここで公的

な儀式を開いている◎

北ガ リアにおけるローマ人勢力の主軸のひとつとなって、ア ミアソのシテはゲルマソ民族の

攻撃に確かに抵抗することが出来た。

しか し、 トゥールのグレゴリウスは、ソム河までの全地方のクロディオChlodio(448年 没)

による征服を物語る3)のであるが、実名入 りのアミアソの占領については一言 もしない。にも

かかわらず、次のような推定 をすることができる。即ち、フラソクの首領が5世 紀の半ば頃に

このシテを纂奪 したにちがいないということを。

キ リス ト教徒化が、ア ミアソで もは じめられたのは、 ローマ帝政末期においてであった。

350年 頃に、当市は、ほぼ確実 に郊外にひとつの教会をすでに持 っていた。それ故に、アミア

ソが司教座を与えられたのは多分4世 紀の間であろうが、 しか し、確かな資料から知 られる初

期の司教達は、511年 そ して547年 において、即ち、6世 紀に しか現われない。

(2)メ ロヴィング期のアミアン

メロヴィソグ期は、481年 か ら始まるが、アミアソのシテは、前述 もしたように、5世 紀の

半ば頃フラソク族によって占領 されたようである。この期の諸資料は、ごくまれにしかア ミア

ソについてふれていない。従って、当時、このシテが顕著な役割を果 したとは思われないが、

6世 紀の初めから8世 紀の半ばまで、およそ10人 の司教達の名前が知 られている。 ヴェル トフ

レドゥスBertofredusと テオ ドフレドゥスTheodofredusの 両司教は、外交文書の中に、 しば

しば くりかえし現われる。

トゥールの グレゴリウスは、次のことを知 らせる4)。シテの中かあるいは近 くに、 ソム河を

行 きかう船が、容易に横づけることができる船着場、即ち、ボル トゥスportusが あったとい う

ことを。多分、ローマ起源であったこのボル トゥスの存在は、アミアソが航路上の、従って経

済上の0定 の重要性を常にもっている中心地であり続けたということを示す。

更に、 トゥールのグレゴリウスによれば、もうひとつの事実を確認することができる。即ち、

ア ミアソでメロヴィソグ期に多数の貨幣が鋳造されたことで、それ らの貨幣は現存 している。

その中には、クロヴィスclovis2世(638年 ～657年)の 金貨などがある5)。
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511年 において、 クロヴィスの国家の分割の時、ア ミアソはパ リの王国の うちにふ くまれて

おり、 シル ドゥベールChildebert1世 の支配 に属 していた。 この君主の死で、アミアソは、

クロテールClotaire1世(561年 没)に 渡され、彼の息子たち、即ち、カリベールCaribert1

世(567年 没)と シルペ リックChilperic1世(584年 没)に 支配 された。 これらの宗主権者の

下で、当市は、パグスpagusの 首都 となった。このパグスの記述は、657～661年 のクロテー

ル3世 の勅令のうちに、はじめてみられる。他の文書は、 この時期の間でのアミアソ伯の名前

を特記 しない。

ア ミアソの司教座教会の起源について若干ふれておきたい。それをいつ頃に考えるのかは難

しい問題であるが、4世 紀に、聖母マ リアlaViergeに 献 じられたスブウルビウムの教会が、

伝説がつけ加える殉教者 フィルマソsaintFirminleMartyrの 墓の上に建立されたとほぼ断

定することができる。この教会は、アミアソの司教にカテ ドラルとして長期の間役立った。 と

ころで、現在の壮大なカテ ドラルのある場所に建てられた教会について明白に言及する最初の

文書は、850年3月30日 付の特許状である。 この特許状には、アソジル ヴァソという人物 が、

聖母マ リアのバシ リカ会堂とアミアソ市のフィルマソに対 して種々の寄進をしたことが書かれ

ている。カテ ドラルの起源 とい う問題について、紙数の都合もあって、要約すれば次のように

なる。即ち、司教が郊外区の彼の居住地 を放棄 して、シチ内に定住することを欲 し、現在の建

造物が占める場所に彼のカテ ドラルを建立 したのは、6世 紀か、あるいは7世 紀のうちにおい

てである。

(3)力 ロリング時代におけるアミアン

先ず、シテの経済的重要性について述べたい。779年 に、シャルルマーニュは、サソ ・ジェ

ルマン・デ ・プ レの修道士達に、彼の王国の全領土にわたって関税の免除を認めた。 この恩恵

を認める特許状の うちで、彼はフラソキアFranciaの 最重要な関税所を列挙す るが、それらの

中に、アミアソのそれが姿を表わす。 この事実は、全 く注 目するに値する。何故なら、アミア

ソと並んで、この特許状の中で引用されるルーアソ、カソ トヴィック、 ドゥルスタッド、マー

ス トリヒトの4都 市は、カロリソグ期での商業輸送の主な中心地であるからである。従って、

ア ミアソも、 この時期 において確 かに商業 の中心 地で あ り、主 にア ソグロ ・フラ ソク

anglo-francの 輸送のための場であった。 ソム河沿いのその位置は、多 くの大道路の十字路と

して、当市の経済的役割の重要性を示す。これに加えて、ア ミアソのシテが、9世 紀全体中、

大いに活動 していた証明となる貨幣鋳造所を持っており、 シャルルマーニュやシャルル禿頭王

などの統治時代にさかのぼる諸生産品があったとい う事実が知 られている。

上述 したことなどから、次のように結論ずけることがで きる。即 ち、カロリソグ時代におい

て、アミアソのシテは、このシテがセーヌ河の諸岸とテームズ河のそれらを結ぶ商業路に位置

し、その囲壁内に北ガリア最大級の関税所のひとつをもつ帝国の経済上の最も重要な中心地の

中に数えられた。 しか しながら、 この経済活動の重要性は、過大評価 されるべ きでなく、実際

にはシテの住民達は、農村経済にも従属 していた。彼らは、シテの周辺にある所領をたよりに

して生活 しており、アミアソの教会も、郊外に広大な所領を持っていたようである。

次に、主に、9世 紀におけるアミアソの伯領 とその諸伯について述べる。遅 くとも657～661

年から、アミアソは伯領の首都 になっていたということができる。続 く諸世紀において も、同

様で、825年 頃の勅令中にも、アミアソ伯領についての示唆がされている。更に、831年 、853

年の両年の文書に、 また、847～850年 の特許状に明らかにア ミアソ伯領について引用されてい

る。伯ヘキアル ドゥスHechiardus'は 、彼をア ミアソの伯Ambianensiscomesと す る9世 紀

の聖句集の引用 によってからしか見 られていないが、 コル ビー修道院に有利 に与えられた901
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年11月9日 のシャルル単純王の特許状の うちに、修道院長の父でアミアソ伯のエルメソフリドゥ

スErmenfridusが 言及 されている。主にカロリソグ期のアミアソ諸伯に関 して、以下のよう

に要約できるように思 う。即ち、7世 紀の半ば以後、コルビー修道院になされた多数の寄進の

連続によって、アミアソ伯領の領域的管轄は、単純に縮少された。伯に残 された所領は、古来

のパグスの西と南の部分をなし、9世 紀に、その諸領は、また、郊外区とア ミアソのシテを含

んだ。

最後に、アミアソにおけるノルマソ人の侵入についてふれたい。集落の地理的状態が、特に

侵略の危険にさらされたわけで、商人の道は、 しば しば兵士のそれで もあったからである。

859年 に、 ソム河の流れをさかのぼったノルマソ人の一団が、 シテを奇襲 し、焼きうち した。

881年2月 に、アミアソは、ノルマソ人によって、一定の期間掠奪 され占領された。883年 に、

彼らはシテの近 くに宿営地を作 り、883～884年 の大部分の間そこにとどまり、884年 の10月 の

末にやっと撤退 した。891年 にも、シテはノルマ ソ人によって攻撃 され彼 らは幾月 もの間そこ

にとどまった。 しか しながら、ガロgロ ーマ期の囲壁は、いちはや く修復され、925年 ノルマ

ソ人の不意の襲撃によって追い出された農村住民達の避難所として このシテは役立った。

(4)10世 紀 と11世紀におけるアミアン

最初に多様な都市領主達について述べる。10世 紀でのアミアソのシテについては不詳なこと

が多いのであるが、王国のために前進基地となったシテの軍事的重要性を示す。ヴェルマ ソド

ァ伯エルベール ・ル ・グラソHerbertleGrandは 、10世 紀初期にアミアソ伯の称号を獲得 し、

アミアソ地方内で彼の勢力は強力であった。何故な ら、943年 、彼の死去にともない、彼の息

ウー ドは、困難な しに彼の後を継いだか らである。 しかし、944年 に、 ウー ドはア ミアソ市内

部で攻囲 され、司教デロルD6roldに よって裏切 られ、 ウー ドはそのシテから放逐 された。こ

の諸事件の少 し後に、フラソ ドル伯アルヌー一ルArnouldは 、このシテの主人公になることに

成功 し、950年 に、彼の駐屯兵はシテ内のカス トルムを占領 した。965年 に、アルヌールの死去

で、王 ロテールは、ポソ トアーズのゴーティエGauthierに アミアソ伯領を任せた。彼の後継

者達が、10世 紀と11世 紀の間、アミアソ諸伯となった。

10世紀の終 りから、4人 の諸領主が、土地と裁判をすでにそこで分有 したと推定で きる。即

ち、先ず、司教はスブウルビウム内のより重要な所領 とシテの全北西部を所有 した。次 に、司

教座参事会員達は、彼 らの居住区域とカテ ドラルの一角によっていた。三番 目に、伯は都市的

な土地の大部分の所有を保持 し、11世 紀から商人達 と当市の未来のブルジョア達が定住 したの

は、彼に属する領域においてである。最後に、城主に関しては、彼はカスティヨソCastillon

の塔とソム河まで通 じる諸地域を所有 した6)。

アミアソ伯は、 シテ内で課 された公的起源の諸収入の大部分を司教 と共に分割 した。彼は、

少 くとも10世紀の第二四半期から貨幣を鋳造 した。城主と守護は、それ程重要でない諸権利を

認められていたにす ぎない。

ところで、アミアソのシテ内の民衆と土地の状態は、どのようであったのだろうか。司教に

対 してシテの全住民達によってなされねばならない4ド ゥニエの貢祖の起源は、土地 と諸裁判

の封建的分割がまだシテ内で効果的でなく、司教 と教会参事会員の諸所領がまだ共同であった

時期である9世 紀末にさかのぼると思われる。 この時期に、シテに住んでいた自由民達の司教

に対する任意の寄進が行われたことは、ほぼ間違いない。実際に、保護の必要性については、

前述 したように、ア ミアソを特に荒廃させたノルマソの侵入時に深刻 さを増 した。そ して、伯

は9世 紀において、アミアソ地方内では重要な役割を果 していなかったようである。更に、伯

の領域的な勢力は、少 ししか拡大 されていなかった。何故なら、アミアソのパグスの大部分は、
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7世 紀以来イムニテー トを享受 した コルビー修道院に属 していたか らである。10世 紀の初めに

ヴェルマソ ドアのエルベールがアミアソ伯になった時にのみ、伯の称号は光彩をそえるが、こ

れは個人的な勢力で しかない。従って、伯の効果的な勢力の欠如でシテの住民たちは、保護と

いうそれだけの 目的のために、司教に依存 した。前述 した司教に対する貢祖は、この保護の う

ちに正当化される見返 り分であり、都市的な全人 口を司教は従えたことを見い出す。

それ故に、はや くも9世 紀の終 りか ら、シテの世俗的な人口は、司教の領主権を認める賦課

祖である人頭税caputを 課せられる半自由民で基本的には構成 される。更に、この半 自由民は

特権でもある。即ち、司教はすべての危険に対 して彼 らを保護することだけに満足せず、彼は

関税源を免除するとい う恩恵もまた彼らに与えた。

12世紀、13世 紀、あるいは14世 紀において、アミアソのコミューソ市民達は、 これらの半自

由民の子孫達であるとは断定できないが、 しか し、11世 紀のうちにソム河の岸に定住 しにやっ

て来た移民たちが、司教に対するこの貢祖に従わされたということは注目するに値する。従 っ

て、法的にこれらの新たにやって来た人びとの人格上の地位は、古い住民達のそれと同じよう

になった。 この4ド ゥニエという少ない租税の支払いは、L経済的観点において、移入者達に有

利な地歩を獲得 させた。そ して、この時期の社会的環境のうちで、半自由民は、その状態が大

きく評価され得 ることではないとしても、少 くとも特権的なそして保護 された個人であるとい

うこの観念には充分に注目しなければならない。

コミューソ前史の終 りに、11世紀におけるアミアソの経済的生活について考えたい。11世 紀

において、当市での人 口の大増加があったが、フォブール内に多数の教会が創立されたり、復

興された りしたことが、若干の証明となる。11世 紀から、郊外区suburbiaの 住民達の大部分

の主な仕事をなしたのは、商業と手工業である。ほぼ同時代の資料によれば、次のようになる。

即ち、アミアソにおいて、ある住民達は、土地、森、河の諸産物でのみ生活 していたのではな

く、両替などが彼 らに獲得させた諸収入によってもまた生活 していた。

1113年 頃、アミアソでコミューソ活動が行われた時、ギベール ・ド・ノジャソは、このシテ

の 「市民達」bourgeoisは 、経済的援助を手段として、国王ルイ6世 の支持を買ったと言及す

る7)。

フェルコー トラソは、以下のように結論す る。即ち、11世 紀の後半から、商業やあるいは高

利で金を貸すことによって富んだ人ぴとの階級が存在 していたことはほぼ間違いな く言えるこ

とである、と。毛織物工業、そ して特に染物業 と縮絨業のそれが、アミアソで発展 しは じめた

のは同じ時期においてである。これらの重要性をもつ諸活動は、シテ内で引 き続いて行われ、

その際、ソム河の水が特に役立った。

(b)コミユーン史8)

先ず、経過を明らかにしたい。前回のラソの場合で重要な同時代史料として使ったギベール・

ド・ノジャソは、ごく簡単にアミアソの コミュー ソ設立について述べている。即ち、 「ラソの

反乱の不幸な事件の後に、ア ミアソの住民達は、国王を買収 して、司教の同意を得てコミュー

ソを設立 した。」9)従って、前前回に見て きたように、 ノアイヨソと同様に、その保証はもっぱ

ら君主と高位聖職者によって与えられたわけである。国王ルイ6世 と司教ジョフロアGeoffroy

のコミューソにかかった動機についてであるが、前者はラソでも見られたように利得の誘惑

でそれを認めたと考えられるように思 うが、後者については不透明な部分がかなりある。司教

のコミューソにコミットした態度を説明するのに、都市の支配権を彼と分有 していた1085年 以

来アミアソ伯であったアソゲラソ・ド・ボブスの勢力をへ らそうとしたとい う見解がある。 こ

の説はあまり有力ではないようであるが10)、筆者はかなり的を得ていると考えている。 しか し、
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司教 ジ ョ フ ロア は政 治 的 な 人 間 の 気 質 を有 して い る には ほ ど遠 か っ た よ うで 、 彼 は 自己 の 司 教

管 区 の任 務 を放 棄 して 、 あ る修 道 院 に避 難 す る こ と を好 ん だ。 ギ ベ ー ル ・ ド ・ノ ジ ャ ソは 、 こ

の 司教 が コ ミュー ソ を支 持 す る理 由 を全 く持 ち合 わせ なか っ た と 、 次 の よ うに 非 難 して い る。

即 ち 、 「誰 もそ うす る こ とを 強 制 しな か った し、 更 に、 彼 は ラ ソ司 教 の 悲惨 な 最 後 と市 民 の 利

す る こと の少 な い 闘争 を 目の 前 に して い た 」11)と。

ギ ベ ー ル は 、 コ ミ ュー ソが 領 主 の 古 くか ら あ る諸 権 利 を破 棄 して しま った の で 、 伯 は そ れ と

戦 う こ と を 決 意 した と言 及 す る。 この こ と に 関 して 、 ギ ベ ー ル は 次 の よ うに述 べ る。 即 ち 、

「市 民 の 誓 約 団体conjurationeburgensiumが 伯 の 領 内 に あ る従 来 の諸 権 利 を縮 少 させ た た

め12)」と。 従 って 、 紛 争 が生 じ る。 か た や 、 ア ミア ソ伯 、 ア ミア ソ伯 の 息 で ラ ソで は コ ミュー

ソに 味方 しア ミア ソで 嫡対 立 す る こ と に な っ た トマ ・ ド ・マ ル ル 、 城 主 ア ダムAdam、 一 方 の

側 に は 、 コ ミュー ソ市 民 、 司 教 ジ ョフ ロ ア、 聖 職 者 、 司教 代 理 で ピ ク ユイ ニ ー の 殿 ギ ュ エル モ

ソvidameGuemlond,siredePicquignyが そ れ ぞ れ い た13)。双 方 で 敵 意 が繰 り拡 げ られ た 。

即 ち 、 トマ ・ ド ・マ ル ル が教 会 所 属 の村 落villaを 荒 した一 方 で 、 当 市 の 内 部 で は市 民 が城 主 ア

ダム の逃 れ て い た カ ス テ ィヨ ソ の塔tourduCastillonを 攻 囲 した 。

ギ ベー ル がそ の事 を ほ の め か して い る よ うに 、 司教 は彼 が もは や と ら えて お くこ と ので きな

い民 衆 の情 熱 の鎖 を解 いて しま っ たの で 、 この高位 聖 職 者 は 、 コ ミュ ー ソ に反 抗 す る よ うに な っ

た 。 司 教 ジ ョフ ロ ア は 、 コ ミ ュー ソの 出現 が都 市 内 で は有 益 で な く望 ま し くな い と み て とって

14)
、 彼 は 自己 の 司教 区 で の 職 務 放 棄 の布 令 を 出 しな お し、 ラ ソ ス大 司教 に 自分 の 指 輪 と サ ソ ダ

ル を返 還 して 、 逃 避 を選 ん だ。 彼 は ク リ ュニ ー 修 道 院 に身 を ひ そ め 、 そ こか ら グル ノー ブ ル

Grenoble近 くの シ ャ ル トル ー ズChartreuseに た ど り着 い た。

ラ ソス大 司教 は 、 ジ ョフ ロ ア の願 い通 りに 聞 き入 れ ず 、 ユ114年 末 の ボ ー ヴ ェ教 会 会 議15)に出

席 し、彼 は ジ ョフ ロア の 自分 の 司 教 区 に 復 帰 す る命 令 を 出 した 。 ア ミア ソ住 民 の代 表 も彼 らの

か つ て の 司教 を再 び 任 命 す る こ とを この ラ ソ ス大 司 教 に 求 め て い た。 ラ ソス大 司教 は 、 ア ミア

ソ住 民 の 代表 に 司 教 ジ ョフ ロ アを こ こ まで お い や った の は お前 達 の せ い で あ る と言及 した。 と

に か く、1115年 の ソ ア ソ ソで 召 集 され た 教 会 会 議 も同 様 に ジ ョフ ロア は 彼 の職 務 に復 帰 す べ し

と決 め た 。 彼 が 遣憾 なが ら従 った に して も、 そ の帰 還 で 喜 んで む か え られ た に して も、 また 、

反 対 に 彼 自 らが 帰 還 を表 明 し、 冷 淡 にむ か え られ た に して も、 そ の よ うな こ とは あ ま り重 要 で

な い 。重 要 な こ とは カ ス テ ィ ヨソの 塔 の 包 囲 陣 が長 引 く恐 れ が あ っ た こ とで あ り、 この 高 位 聖

職 者 が 国 王 の 支 援 の 仲 介 を 得 るた め に イ ー ヴ ・ ド ・シャ ル トルYvesdeChartres4こ 直接 会 い

に行 か ざ るを えな か っ た こ とで あ る。 君 主 が、 コ ミュ ー ソ市 民 と司 教 を 助 け に赴 くこ と を決 め

た の は 、 コ ミュー ソ の敵 と い う評 判 を た て られ た ま さに イ ー ヴ ・ ド ・シ.ヤル トルの 助 言 で あ る

と確 認 す る こ と は興 味 深 い こ とで あ る。 イ ー ヴ ・ ド ・シ ャル トル が 国 王 に訴 え た理 由 も同様 に

興 味 深 い 。 即 ち、 「司教 ジ ョ フ ロア は平 和 の侵 害者 達 が彼 に しの ば せ た 苦 悩 と苦 悶 を我 々 に 明

しにや って きた。」イ ー ヴ ・ ド ・シ ャル トル は 、 次 の よ うに主 張 す る。 即 ち、 「国王 陛 下 に お か

れ て は 、 神 の 霊 感 の 下 に陛 下 が そ の 王 国 に設 立 され た平 和 の 協 定pactumpacemを 破 ろ うと

す る者 は誰 で あ れ、 好 意 や欺 隔 的 な無 頓 着 に よ って許 さな い こ とが 適 当で あ る」 。 国王 は干 渉

し、2年 の長 い攻 囲 陣 の 後 に 、1116年 の 最後 の 月 月 か1117年 当 初 に 、 彼 は この塔 を 占領 した。

国 王 は ア デ ル とい う人物 に よ って ヴ ェル マ ソ ドア家 に そ の 所 領 を と り もど さ せ るた め に ア ミア

ソ伯 領 を ボ ヴス家 か ら奪 い取 った。 そ して 、 コ ミュ日 ソは 救 い 出 され た16)。

最 後 に 、 ア ミ ア ソの コ ミ ュー ソ運 動 に つ い て の 特 徴 を 若 干 述 べ て お き た い 。 先 ず 、 市 民

burgensisに よ る誓 約 団体conjuratioの 結 成 がみ られ るが 、 民 衆 軍 の 存 在 も注 目す る に値 す る。

次 に 、前 述 も した が 、 国 王 と司 教 に よ る コ ミュ ー ソ に対 す る保 証 が な され るが 、 た だ し、 司 教
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の場合はほぼ自発的だが辞職等でみられるように一貫性に乏 しく、国王も金銭のえさによわ く

恣意的な面がみられる。最後に、ア ミアソの コミューソの場合も、前述 したギベールの紛争理

由のコメソ トから考えて も、 コミューソ側では コミューソ運動の主要な目的のひとつであった

慣習の明確化 ・拡大化に最も関心を持ち、同市の平和 も求められたのではなかろうかと思う。

⑧ ヴァランシェンヌのコミユーン

個別都市の成立状況の最後として、ヴァラソシエソヌの場合を取 りあげる。

(a)前 史17)

(1)ロ ーマ期からメロヴィング期までのヴァランシエンヌ

メロヴィソグ期の王クロヴイス3世 によって、 ヴァラソシェソヌの名の最初の言及に出会 う。

この若 きネウス トリアの王は、693年 の冬の間、 「ヴァラソシェソヌの王宮」に滞在 した。当

時、複雑な後継の問題を判決 したことを記録するためにひとつの勅令が編まれた。その文書に

は、 「ヴァラソシェソヌの我我の王宮において」Valenciansisinpalacionostroの 書式と内

容がとられている。 ヴァラソシェソヌの歴史が、693年 に始 らないのは当然だが、 この都市の

誕生については不詳である。 しか しながら、それについて考古学的資料は欠いてはいない。

ここで取 りあげねばならないのは、ファマールFamarsと の関係18)についてである。

この関係について述べる前に、ヴアラソシェソヌの自然的枠組に関 して一目しておきたい。

当市は、白垂質の高原 とエスコー河の沼地の多い渓谷の交わる所に位置 している。急流の3河

川、即ち、エスコー河、ローネル川laRhonelle、 ホス川1aFausseRiviereは 、この地方を

うきぼ りにしている。

ところで、ファマールの用地に関 しては考古学の成果が示唆する。他方では、 『聖 ソルヴ伝』

laviedeSaintSaulveの うちで8世 紀に検証 される王領地 も見落せない。

ファマールには、 ローマ軍営地があり、1世 紀から3世 紀までの帝政初期における神殿、水

道橋、共同浴場等が点在 していた。浴場の廃櫨の上に、1ヘ クタール8ア ールの面積をもつカ

ス トルムが建造された。即ち、これが、少な くとも17世紀まで見ることができたファマ0ル の

「城砦」である。4世 紀から5世 紀 までの帝政末期において、この城砦は、ゲルマソ族の最初

の攻略以来、名声を失 ったバヴェBavayの 軍事的役割を受けついだ。 ファマールは、高位の

将軍の居住地であ り、ネルヴィアソ地方の総督が定住 してお り、帝国に仕えたゲルマソ人達の

首領の居住地であつた。更に、 メロヴィソグ期においても、ファマールは、特定の重要性を維

持す る。

ローマ期の重要な中心地は、それぞれで発見された驚 くべき多数の貨幣のことも考えると、

道路網をあきらかに示す。ファマールか らヴェルムラソBermerainの 道路、バヴェか らカソ

ブレーの大道路 との関係にファマールの城砦はおかれた。 ヴァラソシェソヌの方向にヴェルム

ラソからファマールまでの道路の拡大がみられるのは、注 目に値する。 しかしながら、やがて、

ファマールは重要性をもたない村落にす ぎなくなる。他方、ヴァラソシエソヌ バヴェの間

を結ぶ直線の道路が、ローマ期に存在 していたことはほぼ可能である。従って、ファマールと

ヴァラソシエソヌ、そしてバヴェとヴァラソシエソヌを結ぶこれらの道路は、 ローネル川とエ

スコー河の合流点に向って集中 していたことになる。

次に、聖 ソルブの名声についてと国王の大所領 について述べたい。先ず、前者か らである。

クロヴィス3世 の名の後、ヴァラソシェソヌの起源の時期と深いかかわ りがあると思われる聖

ソルブに注 目する要がある。 ソルブはシャルル ・マルテル(741年 没)の 時期に生 き、それが

彼に関する年代的な唯一の目印である。 ヴァラソシエソヌ市の周辺部で、盗賊の一団におそわ

れて彼が死んだことは、その地域の状況に関 して多 くの情報を与える伝記の うちに語られてい
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る。先ず、この史料は、聖マルタソ等の三つの教会について述べるが、最も重要な事実は、 ヴァ

ラソシエソヌが国庫、即ち、エスコー河の両岸に大きく拡がっている王領地の中心地であるこ

とである。

この事実は、次のように展開す る。即ち、ヴァラソシエソヌの王領地に到着 したソルブは、

エノー伯領内で、神の話をのべ伝xる 。次いで、その王領地から出発 して、一定の距離にある

聖マルタソの教会内に彼は復活祭の祝 日を祝 うためにもどる。その後、彼はコソデConde行 き

に出発するが、その途中で捕えられ、その幾週間か後に、その司教は暗殺 された。シャルル ・

マルテル自身の命令によってその捜索が行われた。犯人達は、野蛮な罰である盲 目にされ、去

勢された。シャルル ・マルテルは、殉教のこの司教が祈 ったサソ・マルタソ教会を 「ヴァラソ

シエソヌの国庫」か らの支出で豊にする。

720年 と740年 の間に、その存在を知 ることが出来るこの大所領は、693年 にクロヴィス3世

と彼の従者達が住んでいた王宮の経済的な支えであったことは確かであると思 う。フラソク王

権は、 ヴァラソシエソヌの他にも当然所領を持 ってお り、征服の時にフラソク人達によって実

行された没収財産であった可能性もあるが、ゲルマソ族の諸王、皇帝の財産を相続 したとも考

えられる。 メロヴィソグ期のこの王領地は、多分、ローマ時代にすでに公権力の所有地であっ

た。それ故に、これらの所領は、公権力のさまざまな所持者の手中にとどまっていたようであ

る。即ち、皇帝達、メロヴィソグ期の諸王、カロリソグ期の宗主権者達である。H・ プラテル

によれば、 トゥルネーにおいてもこのジャソルの連続を確定することが出来 ると言及 している。

司法的あるいは軍事的な諸集会にあてられる場所である王宮の出現は、カロ リソグ期の繁栄を

確かに準備 した。

中世初期のヴァラソシェソヌの人 口数に関 しては、正確には不詳である。1915年 、次いで19

47-1949年 における諸発掘は、 さまざまな葬式の諸慣習に従 っていた多数のメロヴィソグ期の

墓地を明 らかにした。

(2)力 ロリング時代のヴァランシエンヌ19)

先ず、政治的な状況についてである。アウス トラシアの宮廷の主だった人びとから出ている

カロリソグ期の人ぴとは、751年 に、 メロヴィソグ期の人物達が残 した効果的な以前の全組織

を受け継いだ。このことは、ヴァラソシエソヌの宮廷と王領地に関係がある事柄のすべてにとっ

て確定することがで きる。にもかかわらず、 この繁栄は、内部的な分割によって危険にさらさ

れる。843年 には周知の ように、ルイ敬虜王の3人 の息によって帝国は分割 される。その際、

エスコー河畔にあるヴ ァラソシエソヌは、国境の都市 とな り、最重要な右岸部分はロテール

Lothaireに 属 し、一方、左岸にあるサ ソ・ヴァー一ス トの教区はシャルル禿頭王に属 した。 こ

の政治上の国境は、日常の生活のうちで古 くからある重要な宗教上の境界と呼応する。即ち、

全右岸はカソブレー司教管区に属 し、左岸はアラス司教管区に属する。870年 のメルセソ条約

で、シャルル禿頭王は彼の国家をムーズ河迄拡大 した。 しかし、10年 後にはこのメルセソ条約

は効果を失い、ヴァラソシエソヌは再び国境の都市となった。

王宮についていえば、それは宗主権者達を しば しばもてなした。即ち、8世 紀後半にシャル

ルマーニュ、9世 紀前半でのルイ敬度王、853年 と866年 でのシャルル禿頭王、853年 のロテー

ル1世 、860年 のロテール2世 などに対 してである。 ヴァラソシエソヌの国境 としての位置は、

シャルル禿頭王と皇帝ロテールの853年 におけるいわば国際的な会議を安全に開かすことになっ

た。

ところで、新 しい事実 として、諸商業の交換の中心地 としてのヴァラソシエソヌの役割があ

る。当市では、貨幣が鋳造 され、それは依然として王権の独占するところのことであった。そ
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して、船の横着けの権利ripaticumと 諸商品の売 り上げに対する関税が徴収される。 この都市

は、この時期において、船着場、倉庫、諸交換の場を示す用語であるボル トゥスportusで あっ

たことはほぼ確実である。 この市場では、近隣の所領の余剰物が売 りさばかれ鋤、例えば～ブ

ドウ酒などのいわば特産物21)が供給 された。当市は、当時、帝国の特権を受けた一定の諸地域

と隣接することによっておこった商業上の覚醒という大 きな動向に加わっていた。即ち、その

動向は、エスコー河畔の トゥルネーやガソのボル トゥス、ム0ズ 河畔のヴェルダソ、ディナソ、

ナミュール、フイ、マース トリヒトなどに認められたものである。

830年 に、シャルルマーニュの有名な伝記作者であるアイソハル トは22)、エックス ・ラ・シャ

ペルを去 り、コソピエーニュにもどれという命令を受けた。 しかし、彼は病人であ り、馬での

彼の旅はとても苦痛であったが、ケルソ バヴェ カソブレーとかつてのローマの大道路

経由で、道行 きの10日 後にヴァラソシエソヌに着いた。そ こで、鞍に乗 ることは不可能と感 じ

て、アイソハル トは北方へのぼ り、自分がひとつの修道院を持っていたガソの都市に舟で行 く

ことを決心す る。

ともかく、これらの旅行や移動の活発さは、アイソハル トのような有名な人物ばか りでなく

商人達にも充分にかかわりがある。船行の言及は、特に興味深いものであ り、荷揚げの場所は、

〈Rivage>の 名を後に帯びた、あるいは当市がその物品入市税を徴集 した場所で、下流の一一

角にあるポソ ・ネロソPontNeronの 近辺に位置 したにちがいない。カロリソグ期の関税を

取ったのは確実にここにおいてである。

カロリソグ期について、最後に、後の当市を理解するために、重要な宗教的施設について若

干述べる。アラス司教管区の うちで左岸の上に、聖オベールによって多分建立されていたサソ・

ヴァース ト教会が存在 した。右岸のサソ・ジェリー教会は、そこから他の諸教区が発 したこの

都市の母教会であったということは事実 と言 ってよいであろう。また、当市の国王の王宮のか

たわらに、多分国王による建立と貴族による創設の女子修道院が存在 したと推定できる。宗教

的建造物の問題については、シャルルマーニュは、後代にノー トル ・ダム ・ラ ・グラソを建立

することになった場所に、ひとつの礼拝堂を建てたことを付言 しておく。

ヴァラソシエソヌは、879年 と883年の間に、 ノルマソ人によって侵入 された。 この地では、

「ノルマ ソの大軍団」が冬営 した。880年 に、ガ ソか ら出発 した掠奪者達は、 トゥルネ0と

「エスコー河沿いの全修道院」を荒 し、クール トレCourtraiで の冬の月々をすごした。翌年、

彼 らはアラスのサソ・ヴァース ト、カソブレーのサソ・ジェリ、そ して、 「スカルプ川沿いの

すべての修道院」を攻撃 した。 ヴァラソシエソヌは、これ らの侵略のどちらかで犠牲 となった。

当市の市民達は、侵入者達を排除 し、ノルマソ人の首領を殺 した りして、抵抗 したようである。

(3)11世 紀と12世紀はじめのヴァランシエンヌ

、ふたつの事実が、新 しい時代を特徴づける。それ らは、ヴァラソシエソヌ伯領と特別に勢力

のある早熟の都市の躍進である。

←)ヴ ァランシエンヌ伯領

ヴァラソシエソヌが、10世 紀後半中に、 くっきりとした姿を現わすのは、荒された国境での

要塞としてである。 しかしながら、957年 に、オ ットー1世 は、エノーをi奪う。い くらかの後

代に、973年 頃、 ヴァラソシエソヌは、広大な地域 に拡がっている大 きな支配地の中心地 とな

る。更に、ほとんど同時期である948年 に、オットー-1世 によって、カソブレー司教は、先ず

シテ内の伯権を、次いで、1007年 に、皇帝ハイソリヒ2世 によって、当時の司教はカソブレー

地方全体の伯権を認められた。防衛の全システムが、か くして、フラソスに対 して、そ して何

よりも、その枢軸がヴァラソシエソヌとカソブレーであ り、 これは、フラソドル地方に対 して
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むかって置かれたものである。

ヴァラソシエソヌ伯領は、エスコー河右岸の副司教の管轄管区と一致 したとみてほぼ間違い

ない。任務としてヴァラソシエソヌ伯の称号を持つ者達の間で、ただ唯一の人名、即ち、アル

ヌール ・ド・ヴァラソシエソヌ(973年?～1012年)の 存在が うかびあがる。1006年 ～1007年

に、彼は自分の都市をフラソドルのボー ドゥアソ4世 に譲 らねばならなかった。1012年 のアル

ヌールの死で、同時代資料が以下のように述べる騒動が、ヴァラソシエソヌでおこった。即ち、

「住民達の間での暴動と争い、権利 と平和の抑圧、野党の諸掠奪、財産の圧迫、敵に対する恐

怖、当市の全体的な覆滅、権力に従わず各人が気ままに生活する時に生み出される諸不幸。」こ

の混乱後、皇帝ハイソリヒ2世 がフラソドル伯と和解す るとい う高度な政治的理由のために余

儀なくされて、1015年 頃、ヴァラソシエソヌとそれに依存する全域は封土fiefと してフラソ ド

ル伯に譲渡 されることによって終る。

結局、1047年 に、 フラソドル伯ボー ドゥアソ5世 は、エノー伯領の北方の地域で、彼に満足

を与えた交換を有利だとして、彼の分捕地を手放す ことに同意する。 しかし、モソス伯エルマ

ソHermanは 、ヴァラソシエソヌとその伯領を襲撃 し、再占領 した。そ して、エノー伯が当

市とその伯領を再び支配するのは、1071年 以後 となる。

今度は、カス トルムに注目したい。広大な城砦は、ヴァラソシエソヌの辺境諸伯に対する支

えという点で役立 った。この城砦は、すべての側を水でとりまかれた長い三角形の輪郭を示 し

た。三つの典型的な建造物がそれを特徴づけた。即ち、天守閣、サソ・ジャソ修道院、そして

最後に宿泊施設である。この施設はヴァラソシエソヌを支配す る諸伯、あるいは都市の発生で

市民達の資産におかれたにちがいない建物である。 この最後の建物は、11世 紀末に引用される。

10世紀のヴァラソシエソヌの商業的諸活動に関 しては情報を欠いている。伯あるいは城主そ

して彼らの取巻き連中のために、多数の駐屯兵のために、サソ・ジャソの教会参事会員達のた

めに、城砦に対する賦役をや りに来た農民達のために、生活必需品の規則的で充分な供給が必

要であった。この点に関 しては、ヴァラソシエソヌの国王の王宮にかつて結びつけられた大所

領のことを考える必要がある。 ヴァラソシエソヌ市の後の経済的躍進の基礎として、農産物の

諸交換がもったこの最初の役割を忘れてはならない。船着 き場に関 しては、1035年 頃に諸資料

のうちに再現する。

⇔Karitetの 文書(1066～1070年)

およそ1050年 から1120年 までの70年 間で、ヴァラソシエソヌは、特徴を変化させる。重心の

中心地は移動 し、それはもはやカス トルム内でな く、その周囲に発展 した 「プール」、即 ち、

「新 しいプール」NeufBourg内 である。商業や家内工業に従事 し、低地地方や全 ヨ0ロ ッパ

でさえ、その最 も早熟 さの故に考えられる個有の諸制度を点在 させるプールの住民達の意味で

の 「ブルジョアジー」が繁栄するのはここにおいてである。それは、正に経済的な躍進の時期

であり、地方生活のすべてに奥深 く影響を与えようとす る後 もどりで きない現象のは じめであ

る。

このプールという用語は、ヴァラソシエソヌのようなロマソ語の地域内では、 「商人の定住

地」をさす。 ヴァラソシエソヌでこの用語が現われる最初 は、NovusBurgusと い う形態の

下で1086年 においてである。 しか し、この新 しいプールは、'他の場所でそれに先行 して存在 し

ていたという可能性は大いにあ り得る。

ところで、ヴァラソシエソヌでは、1066年 ～1070年 以後、その躍進は、主要な史料によって

検証 される。即 ち、エノー伯ボー ドゥアソ1世 とその妻 リチル ドRichilde、 そ して城主アソ

セルム ・ド・リベモソAnselmedeRibemontの 同意と印章を受けた商人ギル ドの規約であ
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るKaritetの それ23)である。

以下、瀬原 と伊藤の両氏、そ して、プラーニッツの上に注記 した内容とは、できるだけ重複

しないようにプラテルに主によって簡単に述べたい。一般的に、諸ギル ドは、誓約と共同の酒

宴の半ば宗教的、半ば世俗的の慣習に根拠を置いている相互扶助の諸団体である。ギル ド自体

は古い起源を持つが、10、11世 紀での新 しい ものは、古い諸特徴を失うことな しに経済的な重

要性をとったということである。 このヴァラソシエソヌの文書は、多数の問題を投げかける複

雑な資料でもある。最初の40条項のみが、1066年 ～1070年 に、伯によって同意された。残 りは、

少 くとも1120年 頃まで一定の間隔を置いて続 く追加条項を表わす。 この文書は、とりわけ地方

的な織物の諸生産を輸送 した商人達の集団に関わっていた。それは、新 しい経済の諸起源のひ

とつに関する貴重な情報となる。

このギル ドは、先ず第一一に、その構成員達の間の同意事項を維持す ることを目的とした平和

の団体である。第二番 目の特徴として、このヴァラソシエソヌのギル ドは、宗教的 ・慈善的な

団体である。この団体は、サソ・ジャソ修道院で聖別された商人達の保護者である守護聖人、

特にサソ・ニコラスの祝 日を持つ。 この規約の内容は、諸都市の解放特許状では全 く言及され

ていないということは注 目すべきである。そ して、追加された文書でなく最初の部分であるこ

の規約において、いかにしてこの大商人達の集団が、組織化 し、彼 ら固有の諸利害を自覚 し、

都市の諸特権の獲得にむかって道を開いたかを知 ることができる。プラテルは、その結論の部

分で次のように言及する。即ち、 「ギル ドは、 コミューソを確かに準備 し24)、この主題につい

て明確な トゥルネーの場合に最もよく現われている」と。

(b)コ ミユーン史25)

(1)成 立一1114年 におけるr平 和」の特許状一

エノー伯ボー ドゥアソ3世(1098年 ～1120年)が 、用語の狭義の意味でコミューソ特許状で

ある 「平和」paxを1114年 にヴァラソシエソヌ市に認めた時、当市は新 しい段階にはいった26)。

ヴァラソシエソヌのコミューソの成立過程はかなり不詳で、 この特許状 もどんな状況で与えら

れたのか、あるいは当時この都市は平和であったのかそれとも騒動のうちにあったのか、といっ

た問題を残す。そ して、 この 「平和」の史料は、オリジナルなものではない。 とはいえ、プラ

テルによれば、この史料の中味は充分に1114年 にさかのぼれる。従って、エノーの最古のコミュー一

ソ特許状を、ヴァラソシエソヌの 「平和」は構成 し、他方で、エノーの他の諸都市の中にあっ

て、 ヴァラソシエソヌに対 して顕著な自治の基礎をこの特許状は与えるのかという問題 をのこ

す27)。

ところで、1114年 に先立つ幾年かのうちに、当市に人口の大部分を結集 した誓約にもとつ く

ひとつの団体が形成 されていたと思われ る。外来者や農奴として彼らの人格を正に自由にでき

なかった人ぴとだけが排除された。多分、そのことに関 して、聖職者達にとっても同様であ り

えたと思われる。そして、その延長線上で、1114年 に、金持ちの商人達が、特許状を買いとっ

たとい う事実からして、彼らは優越する役割を確かに享受 した。特許状を得るために、 ヴァラ

ソシエソヌ地方の住民達は、実際に伯に彼の相当の負債を支払ってやった。住民達は、債権者

達に金銭を払い、次いで、伯が抵当に入れていたにちがいない種々の収入をボー ドゥアソ3世

のために返 してやった。 この団体の目的は、平和を君臨させることであった。そ して、それが、

それ自体 「平和」と呼ばれる理由である。この 「平和」は、掠奪的な騎士達の外的な攻撃であ

れ、私的な復讐などの内部的な不和であれ、それ らから由来 し得る全暴力を除去することにか

かわったと考えてほぼ間違いない。

これが、1114年 に実現化されたところのことである。 「平和」の組織は、14才 以上のすべて
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の男の大人達に課 された誓約の拘束によって認可されたのみならず、裁判の行使は根本的に変

化させ られた。即ち、領主の名において裁判を していた古いエシュヴィナージュは、民事の諸

問題のみに切 り下げ られ、一方、新 しい陪審員、即ち、 「ユラティ」juratiは 、その時以来、

すべての刑事問題、即ち、都市の平和を困難にさせるすべての事件を専 ら取 り扱 うようになっ

た。これ らのユラティは、共同体Communauteに よって選ばれる。

1114年 の 「平和」は都市空間 とその近接 したバソリュー、周辺地域を直接的に保護する。 し

かし、 このバソリューは、充分に限定 されていたといってよい。それにもかかわらず、ヴァラ

ソシエソヌの 「平和」は、 この狭い周囲の先に放射状に広がって適用 されたと推測 し得る。そ

して、ずい分後になるが、ヴァラソシエソヌの 「平和」は、スカルプ川、オネルHonnelle川 、

モルマルMoma1の 森のふち、セルSelle川 からルールシュLourchesま で含まれたとて も拡

大 された領域に適用 された。 この地帯 内で、市民達 は、その法 令が、当市の有力者達

magistratに よって確認 されることを要求 した。 ヴァラソシエソヌの慣習について、特に貨幣

地代(金 銭賦課租)の 対象となる土地については、そこに規約化 された。市民への攻撃者達に

対抗 して罪人の家を焼 く刑罰が実施されるのも又 この領域内であるが、 しか し、これは、1114

年の 「平和」より以前にあったヴァラソシエソヌの最初の領域的エシュヴィナ0ジ ュによって

なされているようである。

ひとつの都市ではな く、ひとつの領域を示す表現である 「ヴァラソシエソヌを首都とするそ

の周辺一帯」は、上述 したばか りの意味において、はみ出る広大な地帯であった。そこで、地

方的なエシュヴィナージュは、すべての困難な問題、即ち、財産の諸紛争に関 して、ヴァラソ

シエソヌの有力者達 に相談することを余儀な くされた。彼らは、命令的な助言や、つづいて判

決を宣告 した。

プレヴォと伯についての問題であるが、実際に、シャテルニーに受けつがれたのは、都市的

ではない伯の支配の境界においてである。その区域は、伯のプレヴォが裁判の全体を行使 した

約24ヶ 所の農村をふ くんでいた。 このプ レヴォが権限を行使する領地は、1286年 の伯の諸収益

の記録帳の うちで厳密に述べられていて、17世 紀の明細書のうちにおいてもほとんど変わらず

再び見い出すことができる。

以上圏)、主 としてプラテルの近業によって述べてきたが、最後に、ヴァラソシエソヌのコミュー

ソのさまざまな特徴を述べ、 しめ くくりとしたい。

② 諸 特 徴

1114年 のヴァラソシエソヌの特許状の起草のいきさっをジスルベール ・ド・モソスは以下の

ように書いている。その大意を述べる。即ち、伯ボー ドゥアソ3世 は、 「ヴァラソシエソヌ

Valencenasが 多数の人々によって荒らされて、成文法のもとにおかれていず、そ して、平和

paceを 少 ししか享受 していなかったので、その臣民は助言と同意consilioetconsensuを し

て、伯は、 『平和』paxと よばれる法を制定 した29)。」コミューソが、 「平和」と呼ばれている

のは特記するのに値するが、一般的にも、コミューソを譲渡 した支配者達も、また市民側もこ

れを主要な目的としたのであった。 しか しながら、この時期にコミューソが求めた平和は、漠

然 とした大望やおぼろげなイデオロギーとしてではなく、永久に続 くものとしてであったが、

具体的ではっきりした規約 として求められた。ヴァラソシエソヌで も、同様に、規約化 された

「平和」が追求されたのであ り、 「この平和」hecpax、hicpaxや 「下記の平和」hocpax

といった限定 され明確化された平和が求め られている。更に、 「平和の人ぴと」homines

pacisの 呼称もなされている30)。また 「平和の違反者」violatorpacisと いった表現 も使われ、

「平和のユラティ」juratipacisと いう用語も出て くる31)。
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ヴァラソシエソヌの特許状で興味深い点は、 コミューソに対 して慣習consuetudines-一

この慣習の維持は他のコミューソ都市でも主要な目的であった一 の成文法化をさえ求め、そ

の重要性を強調 していることである。そ して、基調をなす内容としては平和が求められたごと

について、この特許状の序言でも次のように述べられている。即ち、 「神の最愛の平和Pax、

根性曲りの敵である平和が、聖霊spiritussanctiの ご加護で、 ヴァラソシエソヌとその領域

の周囲に設立され確立 された32)」。また、同特許状によれば、 「この平和hecpaxは 、キリス
　 　

ト御降臨の1114年 のとし(傍 点筆者)に は じめられ、永久に生 きつづけ決 して閉ざされはしな

い。」鋤

ところで、成立 した コミューソと既存権力との関係を簡単に述べておきたい。伯エルベール

によって許可されたヴヒルマ ソドア伯領内のサソ ・カソタソのそれとおよそ30年 近 く後に続い

ている世俗領主たるエノー伯の領内でのこの平和は、サソ・カソタソと顕著な類似を持ち合わ

せていることである。即ち、市民burgesses以 外に、貴族 ・騎士nobiles、milites、 全聖職者

も誓約 し鋤、伯のイニシアチブが強いが、地域的な協定pacteregionalの 性格 も残 している。

更に、伯の裁判権 とコミューソとの関係 も注 目される。即ち、 「エシュヴァソかユラティの判

決による当平和の裁判は、伯に帰属するところの諸権利や裁判権を伯に決 して失わせるもので

はあ り得ない」 と、1114年 の特許状では決められている。

内容については、上述 したようにエシュヴァソかユラティによる平和の裁判権の設定等がみ

られるが、伯の裁判権等の既存の権利、領主のそれを遵守すべし旨の留保がなされている。こ

れまで、ヴァラソシエソヌの1114年 の特許状について検討 してきたが、全66ヶ 条の うち半分を

占める33ヶ条は市民間の暴力行為の禁止にあてられ、全体 としてむ しろそれらを主 としている。

伯 ・騎士のそれについては6条 項だけである。そして、や、具体的に述べれば、殺人、殴打、

傷害、侮蔑、窃盗、掠奪、地方的な犯罪等が盛 りこまれている。60ヶ 条近 くは刑罰の規定にさ

かれている。従 って、1151年 頃のサソ・カソタソの 「コミューソ証書」の内容35)と比較 してみ

ると、およそ対照的である。即ち、既存権力とのいわば対抗関係 を主とした1151年 頃のサソ・

カソタソを0方 の典型とすれば、 この場合ヴェルマ ソドア伯によって金銭で是認され実際に効

果をもったかどうかは不詳であるが、1114年 の特許状で見 るヴァラソシエソヌの場合は、前述

したように市民同志の平和違反の防止を主に狙っており、 もう一方の典型として極をなすもの

と考える36)。

(III)中 世都市コミユーン運動の展開一 既存権力との関係一

筆者は、成立期の中世都市 コミューソが形成 された年代の古い順から八都市をとりあげて検

討 し、全体的な特徴を考える際の素材 ・データをそこから得 ようとして きたのである3?)。以下

のようにすべて同 じ様にやったのではないが、各都市コミューソの前史からはじめて、コミュー

ソの成立の経過 ・原因 ・目的 ・特徴といった事柄をみてきた。それから総括的にみた場合、市

民burgenses、civesの イニシアチブを見ることがで き、誓約団体conjuratioの 結成、発展、

換言すれば、都市的な特徴caractereurbaineの 存在と発展を展望することが出来た。他方、

中世都市 コミューソ運動の展開と既存権力との関係にも注目する必要がある。 この点に着目し

て、ルイ6世 期 とルイ7世 期の都市 コミュー ソのその後の発展をみて行 くことにする。そのこ

とによって、成立期の都市 コミューソの全体的な特徴をつかむ一環とし、上述に注記 したよう

に、3回 にわたった拙稿のしめ くくりとしたい。なお、既存権力とは、教会、世俗領主、国王

を主として対象とする。
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周 知 の よ うに、 商 人 ギル ドと都 市 宣 誓 共 同体(都 市 コ ミュー ソ)を 本 格 的 な 中世 都 市 成 立 の

指 標 と考 え た の は 、H・ プ ラー ニ ッツ で あ った38)。彼 の 見 解 は、 一 躍 注 目 を あ び こ れ ま で の研

究 史 を も う詮 索 す る必 要 が な い と ま で か つ て は 評 価 され た39)ので あ った 。 しか し、E・ エ ソネ

ソ ら に よ って 彼 の理 論 も批 判 さ れ 、 い ま や プ ラー ニ ッツ学 説 は極 論 す れ ば一 定 の 古典 的学 説 と

な りつ つ あ る の が現 状 で あ る。 プ ラー ニ ッ ツの論 述 で コ ミュ ー ソ運 動 と既 存 権 力 、特 に教 会 と

の 関 係 で 、 この運 動 が都 市 領 主 た る 司教 の 暴政 に よ って 勃 発 しao)、前者 が 勝 利 を お さ め そ の成

果 を席 捲 して い っ た と まで 言 わ れ た。 この よ うな 見 解 は 、 単 純 す ぎ る と批 判 され た。 筆者 は 、

プ ラ ー ニ ッツ理 論 は一 定 の正 し さを まだ持 って い る と思 うが 、 本 稿 も上 述 した よ うな研 究 動 向

を踏 えて 、 プ ラー ニ ッツ学 説 の若 干 の批 判 を試 み た い 。

① 教 会41)

先 ず 、 成 立 期 に お け る都 市 コ ミュー ソ運 動 と教 会 との 関 係 に つ い て論 述 した い 。 筆 者 は 、 既

に、3人 の教 会 人 の コ ミュ ー ソに対 す る態 度 をみ て きた 。 いず れ も、 コ ミュー ソに 対 す る断 片

的 な証 言 で あ る。 イ ー ブ ・ ド ・シ ャル トル は 、 ボー ヴ ェの コ ミ ュー ソを 「物 騒 な 」 団 体 と と ら

えて い る こ とは間 違 い な い が 、 しか しな が ら、 これ まで 考 え られ て きた よ うに 、 彼 は コ ミュー

ソ運 動 一 般 を そ うみ て い る とは 必 ず しも言 えず 、 当 時 で の ボ ー ヴ ェの コ ミュー ソ とそ の 時 の 司

教 ア ソズ ル を の み非 難 して い る と限 定 的 に 考 えた 方 が よ い と思 う。 この よ うな こ とは 、 ア ミア

ソ司教 を ひ い て は ア ミア ソの コ ミュー ソを 助 け るた め に国 王 に要 請 す べ く仲 介 人 の 役 目を 果 し

た の は ほ か な らな い イ ー ブ で あ った こ とか らも傍 証 で き る の で は な か ろ うか と思 う。 次 に、 ギ

ベ ー ル ・ ド ・ノ ジ ャ ソだ が 、 彼 は コ ミュー ソを 「新 奇 で い ま わ しい 」 団 体 と考 えて い るの は事

実 だ が、 ラ ソの ア ナ ー キ な状 況 に あ って 、 彼 自身 も この よ うな状 況 か ら平 和 を と りも どす に は 、

コ ミ ュー ソ しか な い と正 当化 せ ざ る を得 な か った 。3人 目 と して 、 ラ ソス大 司教 ラ ウ ール だ が 、

コ ミ ュー ソ運 動 に敵 対 的 で あ っ た42)が、起 るべ く して 起 っ た の だ が 激 しい ラ ソの コ ミュー ソ反

乱 の 後 で あ るの だ か ら、 そ の 点 を若 干 差 しひ い て考 え る要 が あ るの で は な か ろ うか と思 う。 し

か し、 彼 ら3人 の 高位 聖 職 者 の コ ミュ ー ソ に対 す る言 動 は い ず れ も、 前 述 も した が、 断 片 的 で

あ り、 あ い まい さが残 こ る。

筆 者 は 、 フ ェル メー ス も言 うよ うに、 客 観 的 な以 下 の諸 事 実 を 重 視 した い。 即 ち 、 これ ま で

み て きた8都 市 の うち6都 市 が 司教 が領 主 とす る都 市 に コ ミュ0ソ は成 立 した。 この うち 、 カ

ソ ブ レー の ジ ェ ラー ル2世 の み が、 コ ミュ ー ソに対 す る唯 一 の 原 則 上 の反 対 を した。 しか し、

カ ソ ブ レー で は 、 そ の 後 の1102年 に 司教 ゴー シ ェル に よ って コ ミュ ー ソ設 立 を譲 歩 され た。 ラ

ソの 当時 の 司 教 ゴー ドリは 、 前 回 の拙 稿 で も指 摘 した よ うに 、 個 人 的 な欠 陥 が極 め て 目立 つ都

市 領 主 で あ った と言 わ ざ る を得 な い。 ル ・マ ソ司教 の ア ル ノー 、 ボ ー ヴ ェ司教 の ア ソズ ル 、 ノ

ア イ ヨソ司 教 の ボ ー ドリ、 ア ミア ソ司教 の ジ ョフ ロア は 、 各 人 と も意 を決 して コ ミュー ソ市 民

に味 方 した。 この うち、 ル ・マ ソ と ノア イ ヨ ソで は 、 明 らか に都 市 コ ミュー ソに違 い な い の だ

が 、 一 面 で は教 会 団体 的 な特 徴 を持 った の は 既 に 見 て きた 通 りで あ る。 更 に 、 コ ミュー ソの 成

立 期 に あ た る ル イ6世 期 と ル イ7世 期 に お い て 追 加 す べ き事 実 と して次 の よ うな事 柄 が あ る。

即 ち 、 コル ビーCorbieで は 、1124年 に コ ミュー ソが設 立 さ れ た が 、 修 道 院長 と更 に聖 職 者 の

請 願 に よ っ てadpetitionemclericorumで あ った 。 ま た、 サ ソ ・ リキ エSt.Riquierで は 、11

26年 に コ ミ ュー ソが 創 設 され た が 、 そ れ は 修 道 院 長 ア ソ シ ェー ルAnchaireが 要 求 した か らで

あ る と言 わ れ る。 そ して 、1137年 以 前 に作 られ た ブ リ ュイ エ ー ルBruyeresを 中心 とす る村 落

連 合 コ ミュー ソは 、 ラ ソ司教 バ ル テ ル ミ ィの 同意43)assensuepiscopiBatholomeiLauduensis

に よ る もの で あ る。

上 記 して きた よ うな諸 事 実 を 考 え合 せ る と次 の よ うな結 論 が 引 き出 せ る ので は な か ろ うか と
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思う。即ち、成立期当初の1070年 から12世紀のは じめ頃まで、司教や修道院長を中心 とする教

会は、コミューソ運動にほぼ友好的であったのではないかと考える。その理由として以下のよ

うな三点をとりあげたい。一つ目は、都市 コミュー ソ運動は、一部ではかつ間接的 とはいえ

「神の平和」運動の系譜を引いているのではないかということ、次に、都市支配に介入せんと

する伯権力を牽制、排除す るためではなかろうかとい うこと、最後に、敢方の専横で暴力的な

小貴族を抑圧するため、これら三点である。

しか しながら、12世 紀が進むにつれて、都市 コミューソと教会との上述 したようなほぼ有好

的な関係は後退を示 し、ついには敵対的関係になって行 くのも事実である。その理由の大きな

ひとつとして、コミューソ市民の誓約団体としてのイニシアチブが高揚 し、教会側の路線とは

違 った市民団体 としての独自の利益を求め、教会 との協約の否認という必然的な事実をあげる

ことが出来 る。 これらの事態を比較的よく表わしていると思う三つのケースをここでは考えて

みたい。

先ず、1126年 に成立 したサソ・リキエの場合であるが、この設立は修道院長アソシェールの

要求であったことは前述 した通 りである。サソ ・リキエの場合、創設 されたと同 じ1126年 に修

道院長とその修道士達は、次のような訴えを国王になした。即ち、 「教会の諸権利を再建 し、

不当徴税や不当な慣習から教会を解放す るため44)」である。

次に、二つ 目の事例 と して、 ソアソソの場合であ る。即ち、 ソアソソ司教 ジ ョス レソ

Josleinは 、死去するしばらく前のルイ6世 に訴 えをなした。 ソアソソのシテのコミューソ市

民達は、特許状の規約に背いたようである。君主は1136年 になされた仲裁の判定でそのことを

特記 して、次のように言 う。即ち、 「地方の平和のために、余は当市の境界内とフォブール内

に家又は土地を所有 していた人々の間にソアソソ市内にコミューソを設立せ しめた。余は汝 ら

の領主が汝 らに服従 させていた特定の負担から汝 らを解除 した。余が汝らに認めた特許状の理

由は以上の通 りである。実際、汝 らは認め られた利点に満足 しなかった45)。」ソアソソは、1115

年から1124年 の間に、コミューソを認められていたが、1136年 の国王の書簡は以上の様に述べ

た後、国王は次いで市長 とユラティが認める一連の違反を列挙す る。

最後に、上述 した局面が最 もよくわかると思われるラソスReimsの 場合を取 り上げたい。

ラソスにコミューソが与えられたのは、恐 らく1138年 の大司教座の空席時においてである。国

王ルイ7世 はそのことに得意がってはいられなかった。何故なら、市民達は彼らの権利をたち

'まち越権 したといわれ、その点について、教皇イノケソティウスInnocentius2世 は、急を報

じられ、クレルヴォ修道院長ベルナールBernardが 仲裁 しなければならなかったからであ り、

国王はラソスの コミュ0ソ 市民に対 して書簡を送 ったが、それは効果のないままであった。そ

れ故に、国王は新 しく次のような書状を書 き送 った。即ち、 「他のいかなるコミューソもあえ

てなさなかったことを汝らがなすのを余が見 ることは大層心を痛めさせるものである。汝 らが

モデルとして与えられたラソのコミューソの規範をすべての点で汝 らは行 き過 ぎてお り、知っ

てのごとく、余が汝 らにそのコミューソのうちに外部の都市や農村を入れしめることを特に禁

じていたことを、それを汝らは何ものもとらえられない大胆さで もってなす。汝 らは教会から

のその慣習的収入を取 り上げた り、その教会の配下の者が租税を支払 うことを禁 じた りする。

汝らは余以外の保護者を持たないノー トル ・ダム教会参事会員の特権、慣習、裁判権を減少さ

せたり全 く破壊す る。汝 らは教会参事会員を身代金に拘束 し、そのことで多人数を投獄 し、幾

人かが彼 らが汝 らに持つ恐怖のために、あえて教会から出ようとしない。余が汝 らにすでに知

らせ、又知 らせるように、汝 らに取 り上げた財産を元にもどさせ、諸教会参事会員に彼らの全

き裁判権 ・諸慣習 ・諸特権を保持 させることを命 じるのは、これらの数多 くの越権のゆえに他
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らな い。 …96)」これ らの3事 例 と も主 と して 支 配 者 サ イ ドか らの 証 言 で あ るの で 、実 際 に は 、

コ ミュー ソ独 自の言 動 とみ な して い る こと に対 して あ る程 度 差 し引 い て考 え る要 が あ ろ うが、

上述 した よ うな理 由 の 例 示 と して 認 め ざ るを得 な い 。

そ して 、 と うと う、 都 市 コ ミュ ー ソは教 会 との組 織 的 な 敵 対 の時 期 を迎 え る。 この 点 に つ い

て は 確 定 しに くい が 、 一 応 次 の時 期 が妥 当す るの で は な か ろ うか と 思 う。即 ち 、 ル イ7世 期 の

治 世 の 前 期 に あた る1138年 か ら1152年 ま で の 間 に5都 市 も の47)コミュ ー ソが破 棄 され て い る48)。

そ の うち、1138年 に つ く られ 、1140年 に 破 棄 され た ラ ソ ス に お い て は 、 前 述 した よ うに教 皇 イ

ノケ ソテ ィ ウ ス2世 が 干 渉 した 。 次 に、1146年 に 創 設 され た サ ソスSensで は、 翌年 に 破 棄 を

要 求 したサ ソ ・ピエ ー ル ・ル ・ヴ ィフSaint-Pierre-le-Vif修 道 院長 と と りわ け教皇 エ ウゲ ニ ィ ゥ

スEugenius3世 の 勧 告 で 破 棄 され た 。 最 後 に 、 後 述 もす るが 、 ネ ヴ ェルNevers伯 の 支 持 に

よっ て1152年 に設 立 され た ヴ ェ ズ レー-Vezelayの コ ミュ ー ソ は 、 国 王 や 諸 司 教 、 こ こで は と り

わ け教 皇 ハ ド リア ヌ スHadrianus4世 が 破 棄 勧 告 を して い る こ とが注 目 され る。 この よ うに 、

ひ と りの 教皇 な らい ざ知 らず で あ るが 、3人 の 異 な る教 皇 が い わ ば よ って た か っ て コ ミュー ソ

を 破 棄 し よ う と努 め た わ け だ か ら、 こ の時 期 あ た りに 、都 市 コ ミュ ー ソ と教 会 の組 織 を あ げ て

の 敵 対 関 係 を認 め る こ とが 可 能 で は な か ろ うか と思 う。 ル イ 聖 王 時 代 の枢 機 官 ジ ャ ック ・ ド ・

ヴ ィ トリJaquesdeVitriの コ ミュー ソ に対 す る論 難 は 最 も痛 烈 な もの で あ った と い わ れ 、 教

会 人 は都 市 コ ミュー ソ に対 して 悪 言 雑 言 を浴 び せ る よ うに な る。

② 世俗 領 主99)

次 に、 都 市 コ ミュ ー ソ運 動 の展 開 と世 俗 領 主 、 特 に 諸 侯 と の関 係 を考 え て み た い 。 筆 者 は 、

既 に サ ソ ・カ ソ タ ソ と ヴ ァ ラ ソシ エ ソ ヌの場 合 を み て きた が、 いず れ も、前 者 に つ い て は ヴ ェ

ル マ ソ ドア伯 エル ベ ー ル4世 、後 者 に つ い て は エ ノー 伯 ボ ー ドゥア ソ3世 と も都 市 コ ミ ュー ソ

の設 立 に好 意 を示 した50)。概 して 言 え ば、 他 の世 俗 領 主 も成 立 期 の 都 市 コ ミュ ー ソに 対 して ほ

ぼ友 好 的 で あ っ た と言 っ て よか ろ う。 そ して 、 コ ミュー ソ設 立 に あ た って は 、 両 者 の地 域 的協

定 と して の特 徴 を もっ た の で あ るが 、 以 下 で は 、 友 好 的 で あ った そ の 理 由を 列 挙 し、 具 体 的 に

そ れ に該 当す る個 別 都 市 の事 例 を か か げ る こ と にす る。 な お 、前 述 した サ ソ ・カ ソ タ ソ と ヴ ァ

ラ ソシ エ ソ ヌの両 者 に つ い て 、 い ず れ も最 初 に 成 立 した時 に 、伯 の 従 来 か ら の諸 権 利 に対 す る

遵 守 が留 保 され で い るの が 注 目 され る。

世 俗 領 主 が都 市 コ ミュー ソに 友 好 的 で あ った 理 由 の先 ず ひ とつ 目は 、 都 市 コ ミ ュー ソを都 市

内 の秩 序 の維 持 組 織 と して利 用 す るた めで あ っ た こ とが あ げ られ る。 こ の顕 著 な例 と して 、 既

に み て きた よ うに 、1114年 に 創 設 され た ヴ ァラ ソシ エ ソ ヌの場 合 を あげ る こ とが で き る。,二番

目 と して 、 そ の地 方 の 専 横 で 暴 力 的 な小 貴 族 、 時 に は大 貴 族 を 抑 圧 す る た め で あ る。 これ らの

例 と して 、1151年 頃 の 「コ ミュー ソ証 書 」 が示 す サ ソ ・カ ソ タ ソの 場 合 と そ の影 響 を 受 け た と

言 わ れ る1151年 設 立 の ウ ーEu伯 ジ ャ ソJean1世 の許 可 に お いて 見 る こ とが 出来 る。 更 に 、1

103年 か ら1126年 の 間 に設 立 され た ア ブ ヴ ィル を 中 心 とす る ポ ソ テ ィ ユー 伯 ギ ヨー ム ・タ ル バ

ス ほ か 、 この 地 方 の 諸 伯 の態 度 に み られ る。 これ ら の場 合 、 多分 、 金 銭 を伯 に与 え て市 民 が コ

ミュー ソ創 設 を要 望 した こ とは 忘 れ て は な ら ない 重 要 な こ とで あ る。

三 番 目の世 俗 領 主 が都 市 コ ミ ュー ソに有 好 的 で あ った 理 由 と して 、 司教 、修 道 院 長 と い っ た

聖 界 領 主 を牽 制 す る た め で あ る。 この最 も よい例 を ネ ヴ ェ ル伯 が支 持 した コ ミコ ー ソ都 市 で あ

る ヴ ェ ズ レ‐Vezelayと オー セ ルAuxerreに お い て 見 る こ とが 出来 る。 先 ず 、 ヴ ェ ズ レ ー で

あ る が、1152年 に、 コ ミ ュー ソが そ の都 市 の住 民 達 に よ っ て つ く られ た 。 前 述 も した よ うに 、

こ の コ ミ ュー ソは これ を 修 道 士 と修 道 院 長 ポ ソ ・ド ・モ ソ トボ ア シ イPonsdeMontboissier

に対 す る敵 と して使 った ネ ヴ ェル 伯 に よ って 支 持 され て い た。 市 民 に よ って 悩 ま さ れ 、 間 もな
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く攻 囲 され て 、 修 道 士 達 は 国 王 ル イ7世 に訴 え を な し、 国 王 は ネ ヴ ェル 伯 に コ ミュ ー ソに助 力

す る こ とを 止 め させ る命 令 を通 告 した 。 一一方 、 前 述 した よ うに 、教 皇 は1155年5月21日 に2通

の書 簡 を 発 送 して い た。 そ の一 通 は ヴ ェ ズ レー の住 民 に対 して で あ り彼 らが コ ミュ ー ソを宣 誓

して捨 て る こ とを 強 く命 じて い る。 他 の書 簡 は 、 ラ ソ グルLangres、 オ ー タ ソAutun、 ネ ヴェ

ル の 司教 達 あ て で あ り、彼 らに ネ ヴ ェル 伯 に圧 力 を か け させ るた め で あ る。 ネ ヴェル 伯 は と う

と う赴 い て 、 国王 に拝 謁 し、 自分 は市 民 を今 後 支援 しな い との 見解 を国 王 に伝 え た。 君 主 が ヴェ

ズ レー の コ ミュー ソ市 民 達 を召 集 して 、 コ ミュー ソを破 棄 す る とい う彼 らの 誓 約 を受 け た の は

オー セ ー ルAuxerreに お いて で あ る51)。次 に 、 オ ー セ ール に つ い ては 、 後 に もと りあげ る 『オー

セ ー ル 司教 年 代 記 』 に注 目す る要 が あ ろ う。 ネ ヴ ェル 伯 ギ ー-Guyは 、 就 任 後 しば ら く して 、11

75年 以 前 に コ ミ ュー ソ を創 設.した。 彼 の 目的 は コ ミュ ー ソに よっ て教 会 の諸 特 権 に挑 む こ とで

あ っ た 。 司 教 ギ ヨ ー ム ・ ド ・ ト ゥシ イGuillaumedeToucyは この 事 件 を訴 え るた め に 国 王

の法 廷 に赴 い た52)。国 王 の 対 応 に つ いて は 、後 述 した い。

最 後 に、 コ ミ ュー ソ に世 俗 領 主 が有 好 的 で あ っ た理 由 と して、 そ の他 、収 入源 の確 保 、 特 許

状 賦 与 に よ る一 時 金 収 入 な ど の経 済 的 理 由 が あ げ られ る。 この こと は、1111年 頃 の ラ ソ にお い

て 最 初 に い わ ば平 和 裡 に成 立 した コ ミ ュー ソで 副 司 教 達 と 同様 に世 俗 領 主 た る貴 族 に お い て よ

く知 る こ と が 出来 るの で は な い か と思 う。

しか しな が ら、世 俗 領 主 は 都 市 コ ミュ ー ソに 対 して 、 無 制 限 に有 好 的 で あ った わ け で は 無 論

な い。 例 え ば 、成 立 期 の コ ミュ ー ソで は な い が 、1191年 頃 に ヴェル マ ソ ドア女 伯 エ レオ ノー ル

宜60noreが 与 え た 特 許 状 で は 、 以 前 よ り大 幅 に 自治 度 が 後 退 して い る と考 え ら れ 、 これ 又 、

もは や 成 立 期 の コ ミ ュー ソに つ い て で は な い が 、 ノル マ ソデ ィ公 領 に与 え られ た 「ル ー ア ソの

証 書 」EtablissementdeRouenは 、都 市 自由 を 相 当 に制 約 して お り、 賦与 され た 諸 都 市 は 、

コ ミュー ソ都 市 と は考 え られ な い の で は な い か とい う説 も あ る。

最 後 に 、 都 市 コ ミ ュー ソ と世 俗 領 主 と の関 係 で 、 両 者 間 の 地 域 的 な協 定 を とっ た こ とに つ い

て 若 干 ふ れ て お きた い。 この よ うな 事 実 は、 成 立 期 当初 で は か な りみ られ 、 ル ・マ ソ、 サ ソ ・

カ ソ タ ソ、1111年 頃 の ラ ソ、 ヴ ァ ラ ソ シ エ ソヌ な どが あ て は ま り、 そ こで は世 俗 領 主 に よ る コ

ミ ュー ソ維 持 の 誓 約 が見 られ た。 しか しな が ら、 この よ うな 都 市 コ ミュー ソ と既 存 権 力 との地

域 的協 定 と して の特 徴 は12世 紀 中 に 後 退 を示 す 。 この 点 に つ い て は 、 早 くも1108年 か1109年 に

成 立 した ノ ア イ ヨ ソが ひ とつ の転 換 点 を な して お り、騎 士 な どは助 言 を 与 え るだ け に と どま っ

て い る。 こ う した 後 退 の理 由 は 、 司教 の 保 証 の ほ か カ ペ ー朝 の 国 王 が 介 入 しだ した こ と を あ げ

ね ば な らな い し、 一 方 で は市 民 の イ ニ シ ャ テ ィブ の増 大 に つ い て も考 え て み る要 が あ ろ う。11

28年 の ラ ソで も、 この よ うな特 徴 を比 較 的 に よ く示 して お り、 この都 市 で は もは や 司 教 も保 証

人 と は な らず 、 大 筋 と して 都 市 コ ミ ュー ソ と国 王 の 直接 的 な 関係 が成 立 す る。 この よ うな両 者

の ダイ レ ク トな 関 係 が鮮 明 に な るの は 国 王 フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュス トの 治世 か らで あ る が、 更

に1151年 頃 の サ ソ ・カ ソタ ソ の場 合 、若 干 不 明 な点 が あ る が 、世 俗 領 主 で あ る既 存 権 力 と の関

係 は、 対 抗 的 な そ れ に な って しま っ て い る。 しか しな が ら、両 者 の協 定 と して の 特 徴 は 後 退 す

る が、 騎 士 もふ くめ て 世 俗 領 主 の コ ミ ュー ソ設 立 に対 す る 「請 願 」 、 「助 言 」 、 「同 意 」 とい

う形 で は 残 存 す る。 この 点 に つ いて4件 ば か りの 事 例 を あ げ て お きた い。 先 ず 、 前 述 も した コ

ル ビーで は 、 聖 職 者 に よ る創 設 の 請 願 の ほ か 、 「騎 士 の請 願 に も よ って53)」adpetitionem～

militumも つ くられ て い る。 次 に、1137年 以 前 に コ ミュ ー ソ成 立 を み た マ ソ トmantesで は 、

「市 民 と同 様 に騎 士 の助 言54)」COmmUniCOnSiliOtammilitUmqUambUrgenSiUmに よ っ

て で あ った 。 これ も1137年 に 創 設 され た ブ リュ ィ エー ル を中 心 と した村 落 連 合 コ ミュー ソは 、

前 述 した よ うに 司教 の 同 意 の ほ か 、 「当地 方 の貴 族 の 同 意 」assensu～etprocerumpatrieに
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よってである。最後に、サソリスSenlisは 、1173年 にルイ7世 から特許状を賦与され、国王

の単独許可の色彩が強いが騎士militesが 同意を与えている。

世俗領主の都市 コミューソの対応については、 これで終え、最後に、都市コミューソ運動と

国王との関係を考x..、拙稿の しめ くくりとしたい。

③ 国 王

国王が、成立期の都市 コミューソ運動にどのように対応 したかについては、国王ルイ6世 と

国王ルイ7世 の動向を検討する必要があるが、 この両者 と比較する意味でもはや成立期ではな

いがフィリップ ・オーギュス トについても若干考えてみたい。先ず、国王ルイ6世 の統治期と

国王ルイ7世 の治世の間に両者が都市 コミューソ運動にどのように関わったかについてである。

(a)ル イ6世 期とルイ7世 期について56)

先ず、都市 コミューソ運動 と国王ルイ6世 との関係からは じめる。筆者は、既にかつ簡単に、

ルイ6世 のノアイヨソ、ラソ、アミアソのそれぞれに対するコミューソ運動についての関わり

を見て きた。成立期の都市コミューソ運動との関係では、ルイ7世 期と同様に彼の対応は重要

である。 しかしながら、ルイ6世 のラソのコミューソ運動の対応で明確にみられるように、ま

た、ルイ7世 の時代にも、一貫 した国王側の都市 コミューソ政策はなかったといってよいと思

う。ルイ6世 は、 ノアイヨソやラソといった宗主権を持つ諸都市において、ノアイヨソではコ

ミューソ特許状を確認することだけに甘んじており、ラソでも最初に成立 した コミューソに対

しては事後承認 したにすぎなかったが、1128年 のコミューソの回復では全面的にサポー トす る

ことになった。 しかしながら、概 して言えぱ、司教を都市領主とする教会側を支持することが

多 く、ルイ6世 は金銭的な誘惑に弱 く、 ラソの場合にそのことは明確に示された。 ところで、

ルイ7世 の時代になると、以前はコミューソ破棄に努めたのであるが、従って一貫 した政策が

なかったといってよいのであるが、1150年 を過 ぎる頃から君主の政策は変えられる。ルイ7世

は、前述 したマソトのコミューソを確認 し、1153年 にはコソピエーニュCompiegneに コミュー

ソを認め、その後、彼は数都市にコミューソを作 らせ、1173年 にはサソリスにコミューソを認

めた。サソリスの場合は、前記 したコソピエーニュ系列のものであった。 このコソピエーニュ

の場合について次に若干詳 しく述べておきたい。即ち、サソ・コルネイユSaint-Comeille教

会参事会員と国王、修道士、市民の間に紛争がおき、国王はその助力を認識 して市民達にコミュー

ソを認めた。そ して、彼 らに認め られた特許状の序言にそのことをはっきりと記 している57)。

ルイ7世 が、1153年8月1日 から1154年4月3日 の間に、彼はソアソソにかつて認めていた文

書内容 とほぼ同一の内容の特許状をコソピエーニュに与えた。そして、このルイ7世 の時代に

なると、コミューソ市民の独 自の要求を認めるとい う局面も出てくる。 『オーセール司教年代

記』は次のように記 している。即ち、前述 したように、司教はその事件を訴えるために国王法

廷に赴 くのであるが、彼は快 く迎えられなかったばかりか、国王ルイ7世 の非難 さえ受けた。

年代記いわ く、 「君主は、 コミューソを所有 している都市は都市 自体のもの(下 の点筆者)で
　 　 　 　 　 　 　

あ る と確 認 して 、 オー セ ー ル の市 民 や そ の 後 継 者 か ら コ ミュ ー ソを取 り上 げ よ うと司 教 が 試 み

て い ると非 難 した58)。」しか し、 結 局 は 、 国王 とそ の側 近 者 は 買収 され て、 事 態 は 司教 が コ ミュー

ソ創 設 権 を もつ と い うよ うに調 停 され るの で あ るが 。 史 家 ル ユ シ ェー ル は 、 コ ミュー ソ とル イ

6世 、 ル イ7世 の 統 治 期 の 関 係 を 「半 ば 敵 対 の 時 期 」periodededemi-hostiliteと 概 括 して

い る59)のは 周知 の 事 実 で あ る。

成 立 期 の 都 市 コ ミュ ー ソ運 動 に お い て 関 係 す る の は、 国王 と して は ル イ6世 とル イ7世 に し

ぼ られ るの で あ る が、 比 較 の た め に もは や 成 立 期 で は な い の で あ るが 、 フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュ

ス トの 時 期 を簡 単 に と り上 げ る こ とに した い。
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(b)フ イ リツ プ ・オ ー ギ ュス トの 治 世60)

フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュ ス トの 統 治 の下 で は、 国 王 は 、 大 筋 と して都 市 コ ミュー ソ の唯 一 の許

可 者 に して 保 証 人 と な り、 リ ュ シ ェ ー ル に 言 わ せ れ ば 、 両 者 は 「同 盟 の 時 期61)」periode

d'allianceを 迎 え る。 特 許 状 は もは や 司 教 、 聖 職 者 、世 俗 領 主 あ るい は 騎 士 の介 入 に つ いて 述

べ な い 。 例 え ば 、 ク レ ピ ィCrepyに 対 して 、1184年 か そ の 翌 年 に 、 フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュ ス

トは次 の よ うな 特 許 状 を 出す 。 即 ち 、 「余 は ク レ ピ ≧の 者 達 に コ ミュー ソを認 め た⑫。」また 、

1188年 頃 に、 フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュ ス トは、 ボ ア シ イPoissyの 住 民 に 以 下 の よ うな特 許 状 を

与 え る。 即 ち 、 「余 は ボ ア シ イに コ ミュー ソ を樹 立 した こ と を通 告 す る63)。」こ の よ うに 国 王 と

コ ミ ュー ソ市 民 と の ス トレー トな 関係 が 成 立 し、 第 三 者 の 介 入 を も は や認 め な い。

そ して 、 都 市 コ ミ ュー ソは ㍉平 和 の組 織 ・制 度 と して 位 置 づ け られ 、 王 権 の安 定 ・拡 大 の 一

翼 を に な う。 例 え ば 、 トゥル ネ ‐Tournaiは 、1188年 に特 許 状 を 賦 与 され た が 、 「平 和 の 制

度 で あ る コ ミュー ソ」pacisinstitutionemetcommuniaと 呼 ば れ て い る。 フ ィ リップ ・オ ー

ギ ュ ス トは、 トル ネ ー の市 民 達 に 、 彼 らが許 可 以 前 に持 っ て い た 諸 慣 習 に一 致 す る コ ミ ュー ソ

の 権 利 を認 め たα)。ま た 、1146年 に コ ミュ ー ソが 設 立 され 、 ル イ7世 に よ って 破 棄 さ れ た サ ソ

スSensで は 、1189年 か1190年 に コ ミュ ー ソが 回 復 され 、 フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュ ス トは 以 下 の

よ うに述 べ る。 即 ち、 「後 に も平 和 を維 持 す る とい う観 点 か ら、 余 は サ ソ ス に コ ミ ュー ソ創 設

を裁 可 した⑮。」1192年 に 設 立 され た エ ス ダ ソHesdinは 、ペ ロ ソ ヌPeronne系 列 の コ ミ ュ0ソ

で あ るが 、 この 都 市 で も、 「平 和 で あ る コ ミュー ソ」pacemetcommuniamと コ ミュ ー ソは

言 及 され て い る。 また 、 ラ ソ系 列 の1195年 に成 立 した モ ソ トデ ィデ ィエMontdidierで も、 トゥ

ル ネ ー と同 じ く、 「平 和 の 制 度 で あ る コ ミ ュー ソ」 と称 され て い る。

い まや 、都 市 コ ミュー ソは 、 王 国 の制 度 とな る。 しか しな が ら、 この 始 ま りは、 す で に ル イ

7世 の 治 下 に お い て プ リ ミテ ィブで は あ る が み て取 る こ と が 出来 る と思 う。1070年 以 来 、都 市

コ ミュー ソの保 証 方 法 の うち に進 展 がみ られ る。 都 市 コ ミュ ー ソの成 立 期 の 当 初 に お け るそ れ

は 、地 域 的 な協定 とい う基 礎 の上 に きつ か れて い た 。 コ ミュ ー ソは、 司教 、 伯 、 貴 族 、 聖職 者 、

騎 士 とい った さま ざ まな 次 元 で の 既 存 権 力 の誓 約 の うち に 地 方 的 な支 持 を 求 め る。12世 紀 の初

め 以 後 、 は じめ て 国 王 が コ ミュー ソ を確 認 す る。 そ の時 以 来 、 い く らか の例 外 を除 い て 、 都 市

コ ミ ュー ソを保 証 した の は 司 教 達 と君 主 で あ る。 ル イ7世 の 治 下 に お い て 、 プ リ ミテ ィブ で は

あ った が 、 コ ミ ュー ソは地 方 的 な 制 度 か ら王 国 の制 度 とな った 。 即 ち 、君 主 は コ ミュー ソが存

在 す る諸 都 市 の 住 民達 の もので あ るの と同様 に 自己 の もの と して 考 え る。 フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュ

ス トの治 下 で 、 この進 展 は 完 成 され る。 従 って 、 国王 の コ ミュ ー ソ政 策 を考 えな け れ ば な らな

いo

フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュス トは 、 前 王 達 の コ ミュ ー ソ特 許 状 を 確 認 す るだ け に 甘 ん じず 、 大 か

が りな コ ミ ュー ソ特 許 状 の 賦 与政 策 を 展 開 す る。 そ の さい 、 周 知 の よ うに 、敵 対 的 で あ りま た

重 要 で あ っ た諸 侯 で あ るプ ラ ソ タ ジネ ッ ト家 や フ ラ ソ ドル伯 な ど に対 抗 す る こ とに ひ と つ の主

眼 が置 か れ た。 フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュス トは 、1205年 に 、 「封 臣 表 」 を 作 成 し66)、注 記 した よ

うに39の コ ミュ ー ソを有 す る都 市 な どが 記 載 され て い る。 そ して 、 そ の対 象 とな った都 市 な ど

に軍 役 等 の諸 負 担 を義 務 づ け て い る。 しか し、 フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュス トは 、 コ ミュー ソ都 市

の民 衆 軍 が本 来 的 に 自分 達 の都 市 を 防 禦 す る とい う特 徴 を もち 侵 略 性 を持 た な い とい う こ と か

ら、 彼 が コ ミュ ー ソ都 市 に求 め た の は 、 戦 略 拠 点 の あ くま で も場 と して で あ り、彼 らの 軍 事 力

は そ れ程 あ て にせ ず 、 む しろ彼 が 目を つ け た の は コ ミュ ー ソ都 市 の 商 工 業 者 達 が もつ経 済 力 で

あ った と思 う。 事 実 、 コ ミュー ソ都 市 が 軍 役代 納 金 を支 払 って 、 軍役 を 免 れ る よ うに な るの は 、

フ ィ リ ップ ・オ ー ギ ュ ス トの 統 治 期 を端 緒 とす る67)。そ して 、 大 雑 把 に 言 って 、 この フ ィ リ ッ
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プ ・オーギュス トの統治の時期は、都市 コミューソが王権の保護を うけるという独特のあり方

を示 している68)けれども、都市 コミューソ運動の発展期として も理解すべきであると思 う。

お わ り に

筆者は3回 にわたるシリーズ論稿で、成立期の中世都市 コミューソ運動を主 として北 フラソ

スの場合において検討 してきた。成立期の都市 コミューソ運動の研究の意義 として、かな り多

様な様子をもっているように思 うが、やはり市民の自主性、自発性、主体性 といった特徴が以

後 よりも際立ってみられないかとい う点がひとつとして挙げられるであろう。 また、内外の研

究動向もあってかなり困難であるが、中世都市の成立にコミュー ソ運動がどのような役割 を果

たし、あるいは自治 ・自由とどういう関係をもっているかも、関心の的であった。これらの重

要な問題に対していずれも不充分な検討 しか加えられなかったが、成立期の都市コミューソ運

動は、誓約による平和団体運動をひとつの基調 としたとい う提言をする以外は、今後の課題と

するほかない。また、今後の課題のひとつとして、コミューソ都市 とイタリアを主とするコソ

シュラ都市がどのような類似点をもち、また相異点をもっているのかも検討 してみたいと思っ

ている。更に、このシリーズ論文の第一作 目のは じめにで書いたが、中世都市 コミューソの形

成について総合的に論 じるにはライソ都市や存否については論争があるがフラソドル都市など

の成立過程 と比較 して検討 してみる要があると思 う。 《完、前号で(下 一1)と(下 一2)に

わけてこのシリーズ論文を掲載 してい く旨を予告 しておいたのであるが、大学当局のご好意で

両者の全体を述べることが出来た。感謝の意を記 して草 し終えたい。また、本稿は1994年 度の

奈良大学の特別研究費の交付を受けて書かれたものである。》
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